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国　税／�9月分源泉所得税の納付� 10月10日

国　税／�特別農業所得者への予定納税基準額等の通知

� 10月15日

国　税／�8月決算法人の確定申告

� （法人税・消費税等）�10月31日

国　税／�2月決算法人の中間申告� 10月31日

国　税／�11月、2月、5月決算法人の消費税等の中間申告

� （年3回の場合）�10月31日

地方税／�個人の道府県民税及び市町村民税の第３期分

の納付� 市町村の条例で定める日

労　務／�労働者死傷病報告（7月〜9月分）� 10月31日

労　務／�労災の年金受給者の定期報告

� （7月〜12月生まれ）�10月31日

労　務／�労働保険料第2期分の納付� 10月31日

� （労働保険事務組合委託の場合は11月14日）

　10月からたばこ税の税率等が見直されま
す。紙巻きたばこについては、国及び地方の
たばこ税の税率を４年かけて１本当たり３円
増額し、急速に市場が拡大している加熱式た
ばこについては、新たに課税区分を設けた上
で、製品特性を踏まえた課税方式に５年かけ
て見直されます。

ワンポイント たばこ税の見直し

10 月 の 税 務 と 労 務10月（神無月）OCTOBER

8日・体育の日

日 月 火 水 木 金 土
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10月号─2

　

平
成
三
十
年
七
月
六
日
に
、「
働

き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係

法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
」
が
公

布
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
法
律
は
、
労
働
者
が
そ
れ
ぞ

れ
の
事
情
に
応
じ
た
多
様
な
働
き
方

を
選
択
で
き
る
社
会
を
実
現
す
る
働

き
方
改
革
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た

め
、
長
時
間
労
働
の
是
正
、
多
様
で

柔
軟
な
働
き
方
の
実
現
、
雇
用
形
態

に
か
か
わ
ら
な
い
公
正
な
待
遇
の
確

保
等
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
も
の

で
す
。

　

今
回
は
、
主
に
長
時
間
労
働
の
是

正
、
柔
軟
な
働
き
方
の
実
現
に
つ
い

て
定
め
ら
れ
た
も
の
に
関
し
概
要
を

お
伝
え
し
ま
す
。
施
行
日
は
項
目
に

応
じ
て
異
な
り
ま
す
の
で
、
各
項
目

の
本
文
中
に
表
示
し
ま
す
。

一
　
長
時
間
労
働
の
是
正

㈠
　
時
間
外
労
働
の
上
限

①
　
原
則

　

月
四
五
時
間
、
年
三
六
〇
時
間
以

内
と
さ
れ
ま
す
。

②
　
臨
時
、
特
別
な
事
情
が
あ
る
場

合

　

次
の
い
ず
れ
も
満
た
す
範
囲
内
と

さ
れ
ま
す
。

・　

単
月
一
〇
〇
時
間
未
満
（
休
日

労
働
を
含
む
）

・　

二
な
い
し
六
か
月
平
均
八
〇
時

間
以
内
（
休
日
労
働
を
含
む
）

・　

年
間
七
二
〇
時
間
以
内

③
　
適
用
除
外
・
猶
予
の
事
業
等

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
業

ま
た
は
業
務
に
つ
い
て
は
、
労
働
時

間
の
上
限
規
制
に
つ
い
て
、
適
用
が

除
外
ま
た
は
猶
予
さ
れ
ま
す
。

イ　

新
技
術
・
新
商
品
等
の
研
究
開

発
業
務

　
　

医
師
の
面
接
指
導
の
実
施
（
時

間
外
労
働
が
一
定
時
間
を
超
え
る

場
合
に
は
、
事
業
主
は
そ
の
者
に

必
ず
医
師
に
よ
る
面
接
指
導
を
受

け
さ
せ
る
）、
代
替
休
暇
の
付
与

等
の
健
康
確
保
措
置
を
設
け
た
上

で
時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
は
適

用
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
ま
す
。

ロ　

自
動
車
運
転
の
業
務

　
　

改
正
法
施
行
五
年
後
に
時
間
外

労
働
の
上
限
規
制
（
年
間
の
上
限

を
九
六
〇
時
間
と
す
る
な
ど
一
般

と
異
な
る
扱
い
あ
り
）
が
適
用
さ

れ
ま
す
。

　
　

な
お
、
労
働
時
間
の
動
向
そ
の

他
の
事
情
を
勘
案
し
つ
つ
、
こ
の

特
例
の
廃
止
に
つ
い
て
引
き
続
き

検
討
す
る
旨
が
規
定
さ
れ
て
い
ま

す
。

ハ　

建
設
事
業

　
　

改
正
法
施
行
五
年
後
に
時
間
外

労
働
の
上
限
規
制
が
適
用
さ
れ
ま

す
。

　
　

た
だ
し
、
災
害
時
に
お
け
る
復

旧
・
復
興
の
事
業
に
つ
い
て
は
、

一
か
月
一
〇
〇
時
間
未
満
・
複
数

月
平
均
八
〇
時
間
以
内
の
要
件
は

適
用
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
ま
す
。

　
　

ロ
の
自
動
車
運
転
の
業
務
と
同

様
に
、
建
設
業
に
つ
い
て
も
、
こ

の
特
例
の
廃
止
に
つ
い
て
引
き
続

き
検
討
す
る
旨
が
規
定
さ
れ
て
い

ま
す
。

ニ　

医
師

　
　

改
正
法
施
行
五
年
後
に
、
時
間

外
労
働
の
上
限
規
制
が
適
用
さ
れ

ま
す
。

　
　

具
体
的
な
上
限
時
間
等
は
省
令

で
定
め
る
こ
と
と
し
、
医
療
界
の

参
加
に
よ
る
検
討
の
場
に
お
い
て
、

規
制
の
具
体
的
あ
り
方
、
労
働
時

間
の
短
縮
策
等
に
つ
い
て
検
討
し
、

結
論
を
得
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

ホ　

鹿
児
島
県
及
び
沖
縄
県
に
お
け

る
砂
糖
製
造
業

　
　

改
正
法
施
行
五
年
間
は
、
一
か

月
一
〇
〇
時
間
未
満
・
複
数
月
八

〇
時
間
以
内
の
要
件
は
適
用
し
な

い
こ
と
と
さ
れ
、
改
正
法
施
行
五

年
後
に
、
時
間
外
労
働
の
上
限
規

制
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま

す
。

　

時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
の
施
行

日
は
、
大
企
業
で
は
平
成
三
十
一
年

四
月
一
日
、
中
小
企
業
に
お
い
て
は

平
成
三
十
二
年
（
二
〇
二
〇
年
）
四

月
一
日
と
さ
れ
ま
し
た
。

㈡
　
中
小
企
業
に
お
け
る
割
増
賃
金

猶
予
措
置
の
廃
止

　

月
六
〇
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労

働
に
対
し
、
割
増
賃
金
率
を
「
五
〇

％
以
上
」
と
す
る
措
置
は
、
中
小
企

業
へ
の
適
用
が
猶
予
さ
れ
て
い
ま
す

（
現
行
は
二
五
％
以
上
）。

　

平
成
三
十
五
年
（
二
〇
二
三
年
）

四
月
一
日
以
降
は
、
こ
の
猶
予
措
置

を
廃
止
す
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

働
き
方
改
革
関
連
法
の
成
立
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㈢
　
年
次
有
給
休
暇
の
時
季
指
定
付

与

　

使
用
者
は
、
十
日
以
上
の
年
次
有

給
休
暇
が
付
与
さ
れ
る
労
働
者
に
対

し
、
五
日
に
つ
い
て
、
毎
年
、
時
季

を
指
定
し
て
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

　

な
お
、
労
働
者
の
時
季
指
定
や
計

画
的
付
与
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
年
次

有
給
休
暇
の
日
数
分
に
つ
い
て
は
指

定
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

大
企
業
・
中
小
企
業
と
も
、
平
成

三
十
一
年
四
月
一
日
が
施
行
日
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

㈣
　
労
働
時
間
の
状
況
の
把
握

　

労
働
時
間
の
状
況
を
省
令
で
定
め

る
方
法
（
※
）
に
よ
り
把
握
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

※　

省
令
で
は
、
使
用
者
の
現
認
や

客
観
的
な
方
法
に
よ
る
把
握
を
原

則
と
す
る
こ
と
等
が
定
め
ら
れ
る

見
込
み
で
す
。

　

大
企
業
・
中
小
企
業
と
も
、
平
成

三
十
一
年
四
月
一
日
が
施
行
日
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

二
　
多
様
で
柔
軟
な
働
き
方
の
実
現
等

㈠
　
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
見
直

し

　

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
「
清
算

期
間
」
の
上
限
が
三
か
月
（
現
行
一

か
月
）
に
延
長
さ
れ
ま
す
。

　

一
か
月
を
超
え
る
期
間
を
清
算
期

間
と
す
る
と
き
は
、
一
か
月
ご
と
に

区
分
し
た
各
期
間
を
平
均
し
、
一
週

間
あ
た
り
の
労
働
時
間
が
五
〇
時
間

を
超
え
な
い
範
囲
と
す
る
こ
と
、
行

政
官
庁
に
対
し
労
使
協
定
を
届
け
出

る
こ
と
等
を
要
し
ま
す
。

㈡
　
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制

度
の
創
設

　

職
務
の
範
囲
が
明
確
で
一
定
の
年

収
を
有
す
る
労
働
者
が
、
高
度
の
専

門
的
知
識
を
必
要
と
す
る
等
の
業
務

に
従
事
す
る
場
合
に
、
健
康
確
保
措

置
（
後
述
）
を
講
じ
る
こ
と
、
本
人

の
同
意
や
労
使
委
員
会
の
決
議
等
を

要
件
と
し
て
、
労
働
時
間
、
休
日
、

深
夜
の
割
増
賃
金
等
の
規
定
を
適
用

除
外
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
ま
す
。

〈
健
康
確
保
措
置
〉

　

年
間
一
〇
四
日
の
休
日
確
保
措
置

が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
、
次
の
い
ず
れ
か
の
実

施
義
務
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
（
選

択
的
措
置
）。

・
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
措
置

・
一
か
月
又
は
三
か
月
の
在
社
時
間

等
の
上
限
措
置

・
二
週
間
連
続
の
休
日
確
保
措
置

・
臨
時
の
健
康
診
断

　

ま
た
、
制
度
の
対
象
者
の
在
社
時

間
等
が
一
定
時
間
を
超
え
る
場
合
に

は
、
事
業
主
は
、
そ
の
者
に
医
師
に

よ
る
面
接
指
導
を
受
け
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
ま
す
。

　

施
行
日
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月

一
日
で
す
。

三
　
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
制
度
等

㈠
　
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
制
度
の

普
及
促
進

　

事
業
主
は
、
前
日
の
終
業
時
刻
と

翌
日
の
始
業
時
刻
の
間
に
一
定
時
間

の
休
息
の
確
保
に
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

　

事
業
主
の
責
務
と
し
て
、
短
納
期

発
注
や
発
注
の
内
容
の
頻
繁
な
変
更

を
行
わ
な
い
よ
う
配
慮
す
る
努
力
義

務
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

㈡
　
労
使
の
取
組
促
進

　

企
業
単
位
で
の
労
働
時
間
等
の
設

定
改
善
に
係
る
労
使
の
取
組
を
促
進

す
る
た
め
、
企
業
全
体
を
通
じ
て
一

の
労
働
時
間
等
設
定
改
善
企
業
委
員

会
の
決
議
を
も
っ
て
、
年
次
有
給
休

暇
の
計
画
的
付
与
等
に
係
る
労
使
協

定
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

さ
れ
ま
し
た
。

　

施
行
日
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月

一
日
で
す
。

四
　
産
業
保
健
機
能
等
の
強
化

　

産
業
医
（
労
働
者
数
五
〇
人
以
上

の
事
業
場
等
に
お
い
て
選
任
義
務
あ

り
）、
産
業
保
健
機
能
の
強
化
を
図
る

た
め
次
の
こ
と
が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

・　

事
業
者
は
、
衛
生
委
員
会
に
対

し
、
産
業
医
が
行
っ
た
労
働
者
の

健
康
管
理
等
に
関
す
る
勧
告
の
内

容
等
を
報
告
す
る
。

・　

事
業
者
は
、
産
業
医
に
対
し
産

業
保
健
業
務
を
適
切
に
行
う
た
め

に
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
。

　

施
行
日
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月

一
日
で
す
。

五
　
そ
の
他

　

そ
の
他
、
正
規
雇
用
労
働
者
と
短

時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
等
と
の
間

の
公
正
な
待
遇
の
確
保
等
に
つ
い
て

も
規
定
さ
れ
ま
し
た
。
施
行
日
は
、

平
成
三
十
二
年
（
二
〇
二
〇
年
）
四

月
一
日
（
中
小
企
業
に
お
け
る
一
部

規
定
の
適
用
は
平
成
三
十
三
年
（
二

〇
二
一
年
）
四
月
一
日
）
で
す
。

　

働
き
方
改
革
関
連
法
に
つ
い
て
は
、

今
後
も
動
向
に
留
意
し
つ
つ
、
社
内

で
の
対
応
を
検
討
、
実
施
し
て
い
き

ま
し
ょ
う
。
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　全国健康保険協会（協会けんぽ）では、
平成30年度より「インセンティブ（報奨
金）制度」が導入されています。
　この制度は、協会けんぽの加入者及び事
業主の取組に応じて、インセンティブ（報
奨金）を付与し、それを「健康保険料率」に
反映させるものです。
　特定健診（生活習慣病の予防のための健
康診断）・保健指導（生活習慣を見直すサ
ポート）の実施率やジェネリック医薬品（後
発医薬品）の使用割合などの評価指標に基
づき、協会けんぽの都道府県支部をランキ
ング付けし、ランキングで上位過半数に該
当した都道府県支部については、支部ごと
の得点数に応じた報奨金によって保険料率
の引き下げが行われます。
※　保険料率への反映は、平成32年度か
らとなります。

　指標のうち特定健康診断の受診率は、協
会けんぽが実施する生活習慣病予防検診を
受診することや、事業主から協会けんぽに
対する健康診断（40歳以上の被保険者）の
実施結果の提供により評価が行われます。
　また、特定保健指導の実施率は、協会け
んぽが行う同指導を利用することにより実
施率に算入されます。
　その他の指標として、特定保健指導対象
者の減少率や、医療機関での受診勧奨を受
けた要治療者の受診率も掲げられていま
す。
〈引き下げ例〉
　標準報酬月額28万円、保険料率10.0％
の場合、労使折半前の保険料月額は28,0	
00円（28万円×10.0％）です。
　インセンティブ制度による報奨金で保険
料率が－0.1％の減算になった場合、保険
料月額は27,720円（28万円×9.90％）と
なり、月額280円（年間3,360円）の引き
下げとなります。

インセンティブ制度� �
（医療保険）

　日本年金機構から送付される「年金額改
定通知書」「年金振込通知書」などは、「ね
んきんネット」の画面上から内容確認をす
ることや、それらの通知書のPDFファイ
ルをダウンロードして保存することのほか、
印刷し、公的年金担保融資の申請の際に金
融機関に提出する年金額証明書類として使
用することができます。
※　同ネットから入手した「公的年金等の
源泉徴収票」（PDFファイル）を印刷した
ものは、書面による確定申告の際の添付
書類として使用することはできません。
　なお、通知書の原本が必要な場合は、年
金事務所の窓口に行かず、ねんきんネット
より再交付申請をすることもできます。
　利用の際は「ねんきんネット」のユーザ
ＩＤが必要です。ＩＤの発行方法は年金機
構のホームページ（または、ねんきんネッ
ト専用ダイヤル等）でご確認ください。

ねんきんネットによる� �
通知確認等　
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